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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要

綱

（
職
業
能
力
開
発
局
関
係
）

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一
～
九

（
略
）

十

キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
助
成
金
制
度
の
改
正

一
般
型
訓
練
を
一
般
企
業
型
訓
練
に
名
称
を
変
更
し
、
助
成
要
件
に
、
労
働
協
約
、
就
業
規
則
又
は
事
業
内
職
業
能

（一）
力
開
発
計
画
に
お
い
て
、
定
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
機
会
の
確
保
に
係
る
措
置
を
定
め
て
い
る
こ
と

を
加
え
る
こ
と
。

成
長
分
野
等
人
材
育
成
型
訓
練
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
型
訓
練
を
統
合
し
、
名
称
を
成
長
分
野
等
・
グ
ロ
ー
バ

（二）
ル
人
材
育
成
型
訓
練
と
す
る
こ
と
。

認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
事
業
主
以
外
の
事
業
主
を
助
成
対
象
に
加
え
、
当
該
訓
練
に
要
し

（三）
た
経
費
等
の
三
分
の
一
の
額
及
び
当
該
訓
練
期
間
中
に
支
払
っ
た
賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
労
働
時
間
数
に

別添
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つ
い
て
、
一
時
間
当
た
り
四
百
円
並
び
に
当
該
訓
練
（
実
習
に
限
る
。
）
の
実
施
時
間
数
に
つ
い
て
、
一
時
間
当
た
り

四
百
円
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
中
小
企
業
事
業
主
に
係
る
当
該
訓
練
（
実
習
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

、
一
時
間
当
た
り
の
支
給
額
を
六
百
円
か
ら
七
百
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

育
休
中
・
復
職
後
等
能
力
向
上
型
訓
練
に
つ
い
て
、
助
成
対
象
と
な
る
訓
練
の
実
施
時
間
数
を
二
十
時
間
以
上
か
ら

（四）
十
時
間
以
上
へ
緩
和
す
る
こ
と
。

も
の
づ
く
り
人
材
育
成
訓
練
を
特
定
分
野
認
定
実
習
併
用
職
業
訓
練
に
名
称
を
変
更
し
、
助
成
対
象
分
野
を
製
造
業

（五）
、
建
設
業
、
情
報
通
信
業
そ
の
他
高
度
で
実
践
的
な
訓
練
の
必
要
性
の
高
い
分
野
と
す
る
こ
と
。

中
高
年
齢
者
雇
用
型
訓
練
を
創
設
し
、
当
該
訓
練
に
要
し
た
経
費
等
の
三
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二

（六）
分
の
一
）
の
額
及
び
当
該
訓
練
期
間
中
に
支
払
っ
た
賃
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
労
働
時
間
数
に
つ
い
て
、
一

時
間
当
た
り
四
百
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
八
百
円
）
並
び
に
当
該
訓
練
（
実
習
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
一

時
間
当
た
り
四
百
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
七
百
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

能
力
評
価
の
基
準
に
準
拠
し
た
職
業
訓
練
等
若
し
く
は
能
力
評
価
を
行
う
た
め
の
措
置
、
定
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
コ
ン

（七）
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
機
会
の
確
保
、
技
能
検
定
を
受
け
る
機
会
の
確
保
等
、
教
育
訓
練
休
暇
等
を
与
え
自
発
的
職
業
能
力
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開
発
を
受
け
る
機
会
の
確
保
又
は
事
業
主
が
実
施
す
る
職
業
能
力
検
定
を
受
け
る
機
会
の
確
保
を
通
じ
た
職
業
能
力
の

開
発
等
を
促
進
す
る
措
置
の
い
ず
れ
か
を
導
入
し
、
か
つ
、
当
該
措
置
の
適
用
を
受
け
る
被
保
険
者
が
生
じ
た
事
業
主

に
対
し
、
二
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
五
十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

団
体
等
実
施
型
訓
練
を
一
般
団
体
型
訓
練
に
名
称
を
変
更
す
る
こ
と
。

（八）

構
成
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
を
対
象
と
し
て
、
構
成
事
業
主
に
よ
る
能
力
評
価
の
基
準
に
準
拠
し
た
職
業
訓
練

（九）
等
若
し
く
は
能
力
評
価
、
教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
職
業
能
力
検
定
の
措
置
の
導
入
を
支
援
す
る
事
業
主
団
体
等
に

対
し
、
当
該
措
置
の
適
用
を
受
け
る
被
保
険
者
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
措
置
の
導
入
の
支
援
に
要
し
た
費
用
の
額
の

三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

若
年
人
材
育
成
型
訓
練
、
成
長
分
野
等
・
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
型
訓
練
、
熟
練
技
能
育
成
継
承
型
訓
練
、
認
定
実

（十）
習
併
用
職
業
訓
練
、
育
休
中
・
復
職
後
等
能
力
向
上
型
訓
練
、
中
長
期
的
キ
ャ
リ
ア
形
成
訓
練
、
特
定
分
野
認
定
実
習

併
用
職
業
訓
練
及
び
中
高
年
齢
者
雇
用
型
訓
練
に
つ
い
て
、
定
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
機
会
の
確
保

に
係
る
措
置
を
行
っ
た
事
業
主
又
は
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
に

対
す
る
経
費
助
成
に
つ
い
て
、
三
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
二
分
の
一
）
を
二
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
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主
の
場
合
は
三
分
の
二
）
に
、
二
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
主
の
場
合
は
三
分
の
二
）
を
三
分
の
二
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き

上
げ
る
こ
と
。

十
一

特
定
被
災
区
域
内
の
事
業
主
を
対
象
と
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る

こ
と
。

十
一

企
業
内
人
材
育
成
推
進
助
成
金
の
廃
止

企
業
内
人
材
育
成
推
進
助
成
金
を
廃
止
す
る
こ
と
。

十
二

認
定
訓
練
助
成
事
業
費
補
助
金
制
度
の
改
正

特
定
被
災
区
域
内
の
事
業
主
等
を
対
象
と
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す

る
こ
と
。

十
三

（
略
）

第
二

（
略
）

第
三

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


